
プラント内における危険区域の
精緻な設定方法に関するガイドライン

の活用促進について

資料３



防爆ガイドラインに関するこれまでの取組みについて

○ 危険物施設において、可燃性蒸気の滞留するおそれの
ある場所（危険区域）で用いる電気設備・器具は、防爆構
造を有する必要。

○ 危険物施設における危険区域の設定について、経済産業
省･厚生労働省とともに、「プラント内における危険区域
の精緻な設定方法に関するガイドライン」（防爆ガイドラ
イン）を策定するとともに、ガイドラインに沿って危険区
域を設定する際の事業所における「自主行動計画」の例を
とりまとめ。
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ガイドラインを活用した
合理化イメージ

全国の消防機関及び関係事業者団体へ通知。
平成31年４月24日消防危第84号「危険物施設における可燃性蒸気の滞留するおそれのある
場所に関する運用について」

厚生労働省において、令和３年２月18日基安発0281第１号「引火性の物の蒸気又は
ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所に関する運用について」を通
知し、先般改正が行われた。
労働安全衛生総合研究所技術指針「ユーザーのための工場防爆設備ガイド」では防爆
ガイドラインを踏まえた内容により運用して差し支えない旨を周知し、消防庁から全
国の消防機関へも周知した。



防爆ガイドラインの活用にあたっての課題
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 全国消防長会を通じて全国の消防機関に対し、防爆ガイドラインを基に非防爆機器の設
置・使用を許可した事例について、この秋にアンケートを実施。

☞ ２つの消防機関（四日市消防本部、神戸市消防局）から事例ありとの回答。

 事業者等から、非防爆機器の設置に関する具体的ニーズを聴取。
☞ その中で、まずはスマート保安の基盤となる、無線LAN環境を構築するためのアクセ

スポイントから整備するのではいいのではないかとの話があった。

 これらを踏まえ、消防機関向けに、防爆ガイドラインの解説や活用事例集を作成するな
ど、同ガイドラインの更なる活用を促進していく予定。

☞ まずは、事例集を消防庁ホームページに公表する（次ページ以降の内容等）とともに、
さらなる促進策を講じていくことが必要。委員の皆様からご意見を賜りたい。

① 全国消防長会・危険物委員会から、「防爆ガイドラインについて、解釈・運用が難し
い」という意見が出されている。

② 規制改革ホットラインにおいて、経団連から、防爆エリアにおける非防爆機器の設置・
使用について、本ガイドラインによる一般的な指針に加え、全国統一の運用基準を策定す
るとともに、各自治体(消防機関)が過去に設置・使用の可否を判断した事例を公表すべき
旨の要望が出されている。



防爆ガイドラインに基づく危険区域の設定方法（概要）
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１ 評価・自主行動計画のフロー ２ 評価方法（流れ）
①漏洩孔面積

②放出特性

③換気風速

④危険区域の区分

⑤危険距離の算出

No

①漏洩孔面積

④危険区域の区分 ⑤危険距離の算出

②放出特性 ②放出特性

③
換
気
風
速

②放出特性

放出率（放出速度）
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防爆ガイドラインを用いた評価事例 ①（重合プラント自主行動計画の例より引用）

④危険区域の区分

①漏洩孔面積

②放出特性

③
換
気
風
速

④危険区域の区分
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防爆ガイドラインを用いた評価事例②（精製プラント自主行動計画の例より引用）

④危険区域の区分

①漏洩孔面積

②放出特性

③
換
気
風
速

④危険区域の区分

⑤危険距離の算出
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防爆ガイドラインを用いた評価事例③
（動機器周りの自主行動計画の例より引用）

④危険区域の区分

①漏洩孔面積

②放出特性

③
換

気
風
速

④危険区域の区分
⑤危険距離の算出
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防爆ガイドラインを用いた評価事例④
（給油取扱所に関する既往の運用のガイドラインに基づく再評価）

物質名 ガソリン（液体） ガソリン（可燃性蒸気）

Ｐ［atm］ 200,000 200,000

雰囲気温度［℃］ 20 20

燃焼下限界LFL［Vol%］ 0.014 0.014

漏洩孔面積Ｓ［mm２］ ① 50 50

換気風速［m/s］ ③ 0.15 0.15

評価結果 危険距離
約2～3m

危険距離
約6～7m

④危険区域の区分
(ガソリン・液体)

高換気
中換気

低換気

給油取扱所、固定給設備ノズル周りのリスク評価
・固定給設備のノズルから、(給油中等により)液体や可

燃性蒸気が漏れた場合を想定して、防爆ガイドライン
に基づきリスクを評価
※ 漏洩孔面積等は乗用車の給油口とノズルの間の隙
間を想定した値として設定（右表の青字）
※換気風速は、屋外における換気速度の指標 （IEC 

60079-10-1:2015 Table C.1の障害有りを使用）

④危険区域の区分
(ガソリン・可燃性蒸気)

②放出特性 ②放出特性

②放出特性②放出特性

③
換

気
速

度

③
換

気
速

度

高換気
中換気

低換気

⑤危険距離の推定

小←漏洩孔面積→大

上記計算による一時的な評価結果
・ノズル周りの危険距離は、最大6～７ｍ
ただし、漏洩孔面積によって、危険距離は
変わる

☞ 実験等によりさらに精緻に評価
（次ページ）
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防爆ガイドラインを用いた評価事例④
（給油取扱所に関する既往の運用のガイドラインに基づく再評価）

※消防庁では、固定給油設備等に係る可燃性蒸気
滞留範囲については、実験等により確認し周知

「可燃性蒸気流入防止
構造等の基準について」
（平成 13 年 3 月 30 日
消防危第 43 号）の別添

※携帯型電子機器による給油取扱所での
引火可能性に関する実験結果も周知

イ 落下実験
床上2.0mの高さから、
各々20回落下させ、火花
が発生しないことを確認

ア 引火確認実験
規定動作を20 回実行し、

可燃性混合気に引火しな
いことを確認

「給油取扱所において携帯型電子機器を使用する場合の留
意事項等について」（平成 30 年 8 月 22 日消防危第 154 号）
の別添

① タブレット端末等による
給油許可等（規則第28条の２の５、
第40条の３の10）

セルフ給油取扱所においては、
事業所内の制御卓に従業者を配
置し、顧客による給油作業の監
視等を行うこととしているとこ
ろ、今般、タブレット端末等に
よっても給油許可等ができるよ
う措置

活用（例）
② 給油取扱所における二次元
バーコード等を使用した電子決
済端末の設置（令和３年２月22日付け消

防危第20号）

非接触型ICｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ
二次元ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ

タツノ ホーム
ページより引用
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防爆ガイドラインの消防機関による活用例

全国消防長会から、「防爆ガイドラインについて、解釈・運用が難しい」という意見が
出されている。
☞ 実際の運用にあたって、プラント事業者等と一緒に勉強を行い、ガイドラインを運用

することにより、双方、理解が深まり、円滑な運用に繋げた例の紹介

四日市コンビナート先進化検討会ホームページから引用

○ 四日市コンビナート先進化検討会 規制合理化関連部会の

取組の一環として、消防本部と各事業所がともに検討を行
い、「製造所等における非防爆携帯型電子機器使用に係
るガイドライン」を作成、運用。

以下（略）

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/syoubou
/pdf/hiboubaku-guideline.pdf

○ 防爆ガイドラインに沿った詳細リスク評価を実施し、非危

険区域であることを確認した上で、万が一の漏洩検知も可
能となるよう対策を実施した上で、施設内でタブレット使用。

四日市消防局ホームページから引用
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防爆ガイドラインの消防機関による活用グッズ

産業技術総合研究所から、
「プラント内における危険度区域の精緻な設定方法に関するガイドライン」内の、
危険度区域分類をグラフ化したExcelファイル及びその使用に関するマニュアルを公表
している（https://sanpo.aist-riss.jp/2020guideline/）

産業総合研究所ホームページから引用

※ 実際のExcel シート
表示は、給油取扱所の固定給設備ノズル周りの詳細リス
ク評価で使用したもの

☞ これらのグッズの活用により、消防本

部においても簡便に検証可能



今後の方針

【当面の取り組み】
 これらを踏まえ、消防機関向けに、今回の資料を基にした、活用事例集をホームページで

速やかに公開。また、事業者団体の協力の下、引き続き事例収集を行い、ホームページ等
で随時公表していく。

 各種事例における知見を基に、ガイドラインのわかりやすい解説を策定。

① 全国消防長会から、「防爆ガイドラインについて、解釈・運用が難しい」という意見が
出されている。

② 規制改革ホットラインにおいて、経団連から、防爆エリアにおける非防爆機器の設置・
使用について、本ガイドラインによる一般的な指針に加え、全国統一の運用基準を策定す
るとともに、各自治体(消防機関)が過去に設置・使用の可否を判断した事例を公表すべき
旨の要望が出されている。

【今後の課題】

○ 防爆ガイドラインは、その性質上、非防爆エリアと防爆エリアがまだらになるため、活
用しやすい場面と活用に工夫を要する場面が存在する可能性がある。

○ 比較的単純なものは、上記の支援策により一定の対応可能であるが、プラント全体の評
価など、高度・複雑なものについては、技術的支援策を検討することが必要。
➣ いわゆるスマート保安の推進と関連する点も多いことから、当該検討を進める中で方向

性を探る。
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